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■
健
康
診
断
調
査
票
兼
申
込

書
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て

（
保
健
課
）

　

保
健
セ
ン
タ
ー
で
行
う
集
団
健
診

に
つ
い
て
平
成　

年
度
も
実
施
し
ま

１９

す
。
２
月
上
旬
に
配
布
さ
れ
る
健
康

診
断
調
査
票
兼
申
込
書
を
、
次
の
こ

と
に
注
意
し
て
も
れ
な
く
記
入
し
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
に
基
づ
き
健
診
日
が
近
づ

き
ま
し
た
ら
、
日
程
等
は
個
別
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

①
調
査
票
は
記
入
例
に
従
い
正
確
に

記
入
し
、
受
診
し
な
い
方
も
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
医
療
機
関
等
で
１
年
以
内
に
健
診
を

受
け
た
方
は
、重
複
し
て
健
診
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
の
で
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。

③
結
核
検
診
（
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
）

は
、
平
成　

年
度
も　

歳
以
上
の
方

１９

４０

を
対
象
に
行
い
ま
す
。
ま
た
、
結
核

予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴

い　

歳
以
上
の
方
は
、
毎
年
結
核
検

６５
診
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

④
平
成　

年
度
の
集
団
に
よ
る
乳
が

１９

ん
検
診
は
、
県
の
指
針
変
更
に
よ
り

　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方
は
マ
ン
モ

４０

４９

グ
ラ
フ
ィ
ー
２
方
向
を
２
年
に
１
回

行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

⑤
今
回
、
腹
部
超
音
波
検
査
の
申
し

込
み
は
、
調
査
票
に
記
載
さ
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、
広
報
６
月

号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑥
健
康
診
断
調
査
票
兼
申
込
書
は
住

民
基
本
台
帳
に
基
づ
き
、
１
月
５
日

現
在
で
作
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
後

に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
保
健
セ
ン
タ

ー
へ
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　
�
　

１
９
１
０

（８４）

■
医
療
機
関
で
行
う
乳
が
ん
・

子
宮
が
ん
検
診
に
つ
い
て 

（
保
健
課
）

　

医
療
機
関
で
行
う
、
乳
が
ん
・
子

宮
が
ん
検
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

人
数
制
限
が
あ
る
た
め
電
話
に
よ
る

先
着
順
の
申
し
込
み
と
な
り
ま
す
。

○
検
査
方
法

　

乳
が
ん
検
診
は
、
年
齢
等
医
療
機

関
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
超
音
波

か
乳
房
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
一
方
向
に
な

り
ま
す
。

　

子
宮
が
ん
検
診
は
、
子
宮
頚
部
の

細
胞
診
で
す
。

○
料　

金

　

各
検
診
と
も
２
、
０
０
０
円

○
予
約
期
間

　

２
月　

日�
か
ら　

日�

１９

２３

　

午
前
８
時　

分
か
ら
午
後
５
時　

３０

１５

分
ま
で
電
話
予
約
を
受
付
け
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　
�
　

１
９
１
０

（８４）

■
チ
ャ
イ
ル
ド
サ
ー
ク
ル
に

つ
い
て 

（
保
健
課
）

　

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
育
児
の
こ

と
や
悩
み
事
等
を
気
軽
に
話
し
合
え

る
仲
間
作
り
を
目
的
に
、
チ
ャ
イ
ル

ド
サ
ー
ク
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

お
友
だ
ち
と
い
っ
し
ょ
に
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

　

３
月
７
日�

　

午
前　

時
か
ら　

時　

分
ま
で

１０

１１

３０

　
（
受
付　

午
前
９
時　

分
か
ら
）

４０

○
場　

所　

保
健
セ
ン
タ
ー

○
対
象
者　

乳
幼
児
の
い
る
ご
家
族

○
内　

容

　
「
手
作
り
お
も
ち
ゃ
」

　

持
ち
物：

１
リ
ッ
ト
ル
の
牛
乳
パ

ッ
ク
の
空
容
器
１
つ

※
注
ぎ
口
以
外
は
解
体
せ
ず
、
よ
く

乾
燥
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

３
月
５
日�
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ

ー
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

保
健
セ
ン
タ
ー　
�
　

１
９
１
０

（８４）

■
土
地
改
良
区
内
農
地
の
農

地
転
用
決
済
金
に
お
け
る
譲

渡
費
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

（
産
業
課
）

　

土
地
改
良
区
内
の
農
地
の
転
用
目

的
で
の
譲
渡
に
際
し
て
、
土
地
改
良

区
に
支
払
わ
れ
た
農
地
転
用
決
済
金

等
が
あ
る
場
合
、
譲
渡
費
用
の
取
扱

い
が
次
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

○
土
地
改
良
区
内
の
農
地
を
転
用
目

的
で
譲
渡
（
売
買
等
）
を
し
た
場
合

に
発
生
す
る
農
地
転
用
決
済
金
お
よ

び
協
力
金
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

は
所
得
税
法
に
定
め
る「
譲
渡
費
用
」

に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、

今
後
は
「
譲
渡
費
用
」
に
含
ま
れ
ま

す
。

○
今
回
の
取
扱
い
変
更
に
よ
り
、
農

地
売
買
に
係
る
所
得
税
が
減
額
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

○
既
に
納
税
済
み
の
所
得
税
に
つ
い

て
も
今
回
の
取
扱
い
変
更
の
対
象
で

あ
り
、
納
税
額
の
一
部
が
還
付
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

○
所
得
税
減
額
の
た
め
の
更
正
請
求

は
、
税
務
署
に
対
し
行
い
ま
す
。

○
更
正
請
求
は
、
今
回
の
取
扱
い
変

更
を
知
っ
て
か
ら
２
ヶ
月
以
内
と
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
既
に

５
年
を
経
過
し
て
い
る
年
分
の
所
得

税
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
、
減
額
で

き
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

古
河
税
務
署　

資
産
課
税
部
門

　
�
　

４
１
６
１

（３２）

■
農
用
地
区
域
除
外
申
請
を

受
付
け
ま
す 

（
産
業
課
）

　

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
を
宅

地
、
資
材
置
場
な
ど
、
農
地
以
外
の

用
途
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
農
用

地
区
域
か
ら
の
除
外
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

２
月
の
受
付
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
の
で
、
産
業
課
ま
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
産
業
課
に
備

え
て
あ
り
ま
す
。

○
受
付
期
間

　

２
月
１
日�
か
ら　

日�
ま
で

２８

○
受
付
場
所　

産
業
課

○
提
出
部
数

　

３
部
（
原
本
１
部
、
写
し
２
部
）

○
農
用
地
区
域
の
主
な
除
外
要
件

①
除
外
の
基
準
と
す
る
要
件
を
全
て

満
た
し
て
お
り
、
具
体
的
な
転
用
計
画

や
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
が
明
確

で
あ
り
、
か
つ
緊
急
性
の
あ
る
も
の
。

②
計
画
に
お
い
て
関
係
す
る
法
令
の

調
整
を
担
当
課
と
行
い
、
許
可
の
諸

条
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
。

③
農
用
地
区
域
以
外
に
転
用
で
き
る

土
地
が
な
く
、
代
替
え
が
困
難
で
あ

る
こ
と
。

④
計
画
に
応
じ
て
適
当
な
位
置
に
あ

る
農
用
地
を
選
定
す
る
こ
と
。

⑤
客
観
的
に
見
て
も
農
用
地
区
域
か

ら
除
外
す
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ

る
土
地
で
あ
る
こ
と
。

※
申
し
出
の
あ
っ
た
土
地
は
、
必
ず

し
も
ご
希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
し
た

後
、
更
に
農
地
転
用
申
請
、
開
発
許

可
申
請
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
を
予
定
さ

れ
て
い
る
方
は
、
お
早
め
に
産
業
課

ま
で
ご
照
会
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

産
業
課
（
内
線
２
６
２
）




